
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 8月 

住民票のある全ての人に 12 桁の番号が付番される、マイナンバー制度が来年 1 月

から始まります。今後は役所での手続き時にマイナンバー（個人番号）の記載が必

要になります。それに伴い、今年 10 月から各世帯にマイナンバー（個人番号）が

通知されます。9月中旬にマイナンバー特集号の区報が発行される予定です。 

                   「体は細いが、芯は太い」 3期目も子育て真っ最中！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                     

 

民主党・市民の会 
  

 

荒川区議会議員 

今日の数字？ 

18,413 人 

第 54 号 

「個人番号カード」を希望する方 
郵送または WEB申請をする 

郵送申請：同封されていた申請書に顔写真を貼り、返信

用封筒に入れて投函する。 

WEB申請：交付申請書の QRコードからアクセスする。 

 

＊「個人番号カード」は身分証明書として利用出来ます。

プラスチック製 ICカードです。 

有効期限は 10年（ただし、20 歳未満は 5年） 

＊費用はかかりません。ただし、再交付には 800 円の手

数料がかかります。 

マイナンバー制度運用までの流れ 

マイナンバーの通知 今年 10月 5日から、12桁のマイナンバーが記載された紙製の「通知カード」

及び「個人番号カード」交付申請書が、世帯主宛に簡易書留で送付されます。 

＊発送元は「地方公共団体情報システム機構」です。荒川区ではありません。 

「個人番号カード」を希望しない方 
税や医療保険、年金等の手続きに番号が必要

です。「通知カード」は必ず保管して下さい。 

再発行には 500円の手数料がかかります。 

「個人番号カード」の交付 来年 1月 4日から始まります。

交付準備が出来た方には、荒川区からその旨の通知が届きます。 

 

交付場所：セントラル荒川ビル 6階 

（荒川区荒川 2-1-5）荒川消防署の隣 

＊荒川区からの交付通知、免許証などの本人確認書類、「通知カー

ド」を持参します。なお、「通知カード」は回収されます。 

「個人番号カード」を作成するか判断 
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清水啓史（40歳 昭和 50(1975)年 5/7日生 卯年 A型 おうし座） 

 

〒116-0013 荒川区西日暮里 2-28-8    TEL/FAX 03-3801-6325    E-mail info@shimizuhiroshi.com 

寛永寺幼卒/根岸小卒/早中・早高卒/早大卒。民主党本部元職員 
平成 19（2007）年 荒川区議選初出馬初当選。現在 3期目。 

現在は、民主党荒川区支部幹事長。議会では文教・子育て支援委員会、公共施設老朽化等
対策調査特別委員会、議会運営委員会に所属。 
家族は妻と娘（6歳・平成 20（2008）年 12月生）。 

  

今日の数字？ 18,413 人：荒川区における、あら

かわ MY カード（住民基本台帳カード）の登録者数

（今年 4/1 現在）。マイナンバー制度の導入にあた

り新規発行は終了、交付済みカードは有効期限（交

付日から 10 年間）までは利用出来る。 

マイナンバーについての問合せ 

食べ歩き  

あらかわ満点メニュー  

区は女子栄養大学の協力を得て、ヘルシ

ーメニューを区内飲食店と開発してい

ます。左のマークが「あらかわ満点メニ

ュー」提供店の目印です。約 70 店舗あ

るお店を紹介します。  

Lunch Box キャロット  
荒川 1-55-1  ℡ 5850-6016 
彩ビーフカレー ＊652kcal 塩分 3.5g 670円 

 

 

 

 

 

●住基カード及び区民カードの扱いは以下のようになります。 

 発行について 「個人番号カード」作成者 「個人番号カード」非作成者 

住基カード マイナンバー制度開始

に伴い今年で終了 

重複保持は出来ないので、

交付時に回収 

有効期限まで使用できる 

区民カード 継続 使用出来る 使用出来る 

 

●住民票・印鑑証明書の発行については以下のようになります。 

 自動交付機 コンビニ交付 

住基カード   ○   ○ 

区民カード   ○   × 

「個人番号カード」   ×   ○ 

 

―イベント情報― 
汐入水辺フェスタ 

日 時：9/13（日） 10時～15時 

場 所：都立汐入公園 

問合せ：荒川区観光振興課 3802-3111（内線 461） 

 

マイナンバー制度は、社会保障、税務関係、災害対策の分野において、国や自治体の手続き等に利用さ

れます。今後は、各申請時にマイナンバーの記載が必要になります。 

年金情報流出問題があり、マイナンバーを預金口座にも適用する法改正は審議が見送られています。 

 

●国のコールセンター：0570-20-0178 （㈪～㈮ 9：30～17：30） 

●荒川区：3802-3111（制度については内線 2113（総務企画）、カードについては内線 2362（戸籍住民課） 

           

＊コンビニ端末機が利用出来る店舗

セブンイレブン、ローソン、サークル

K、サンクス、ファミリーマート 


